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Ⅰ はじめに 
 

平成 24 年 12 月に、他自治体において、食物アレルギーを有する児童が学校給食終了後

にアナフィラキシーショックの疑いにより亡くなるという痛ましい事故が発生しました。 

この事故を受けて、文部科学省が設置した｢学校給食における食物アレルギー対応に関す

る調査研究協力者会議｣が平成 26 年 3 月に報告書をまとめております。そこでは、平成 20

年に公益財団法人日本学校保健会が発行した｢学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイ

ドライン｣（以下「ガイドライン」という。）に基づく対応の徹底が必要不可欠であると、改

めて確認されています。 

そして、その中には、学校給食における食物アレルギー対応の基本方針が、次のように記

載されています。 

 

 

  学校給食は、必要な栄養を摂る手段であるばかりでなく、児童生徒が｢食の大切さ｣、 

｢食事の楽しさ｣を理解するための教材としての役割も担っています。このことは食物 

アレルギーのある児童生徒にとっても変わりはありませんので、食物アレルギーの児 

童生徒が他の児童生徒と同じように給食を楽しめることを目指すことが重要です。 

  学校給食が原因となるアレルギー症状を発症させないことを前提として、各学校、 

調理場の能力や環境に応じて食物アレルギーの児童生徒の視点に立ったアレルギー対 

応給食を提供することを目指して学校給食における食物アレルギー対応を推進するこ 

とが望まれます。 
          「平成 20 年.学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン P69」より 

 

 

また、平成 27 年３月には、文部科学省より「学校給食における食物アレルギー対応指針」

（以下「対応指針」という。）が示されました。島田市は、この「ガイドライン」及び「対

応指針」に基づいた取組を行っていくものとします。 
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１ 学校におけるアレルギー疾患対応３つの柱 
   （学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な考え方より（文部科学省・（公財）日本学校保健会） 
 

 

(1) アレルギー疾患の理解と正確な情報の把握・共有 

「ガイドライン」、特に「学校生活管理指導表（医師の診断）」活用の徹底 

 

(2) 日常の取組と事故予防 

学校生活管理指導表の「学校生活上の留意点」を踏まえた日常の取組、組織対応によ

る事故予防 

 

(3) 緊急時の対応 

研修会・訓練等の実施、体制の整備 

 

 

 

 

２ 学校給食における食物アレルギー対応の大原則 
   （学校給食における食物アレルギー対応指針より） 

 

 

(1) 食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最

優先とする。 

 

(2) 食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。 

 

(3) 「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断によ

る「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。 

 

(4) 安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とする。 

 

(5) 学校及び調理場の施設整備、人員等を鑑み無理な（過度に複雑な）対応は行わない。 

 

(6) 教育委員会等は食物アレルギー対応について一定の方針を示すとともに、各学校の取

組を支援する。 
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Ⅱ 食物アレルギーとは 

 

１ 食物アレルギーの定義 

  特定の食物を摂取することによって、皮膚・呼吸器・消化器あるいは全身に生じる 

アレルギー反応のことをいいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（参考：ぜん息予防のためのよくわかる食物アレルギーガイドブック 2014） 
 

 
 

２ アレルギーの仕組み 
 

アレルギー反応は、異物を撃退しようとする免疫反応の一つです。花粉や食物は

体にとって有害ではありませんが、過剰に反応すると「IgE 抗体」をつくり攻撃し

ます。IgE 抗体はマスト細胞にくっつき、 

そこに花粉や食物の成分がつくと、ヒス 

タミンなど物質が出てアレルギー症状が 

起こります。 
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３ 食物アレルギーの症状  
（参考：食物アレルギーに関する基礎知識（文部科学省／(公財)日本学校保健会） 

 

(1) 皮膚の症状 

かゆみ、むくみ、じんましん、皮膚が赤くなる 

 

(2) 粘膜の症状 

ア 眼の症状  

白目が赤くなる・プヨプヨになる、かゆくなる、 

涙が止まらない、まぶたがはれる 

イ 鼻の症状  

くしゃみ、鼻汁、鼻がつまる 

ウ 口やのどの症状  

口の中やのどの違和感やはれ、のどのかゆみ・ 

イガイガ感 

 

(3) 消化器の症状 

腹痛、気持ちが悪い、嘔吐、下痢 

 

(4) 呼吸器の症状 

のどが締めつけられる感じ、声がかすれる、犬

がほえるようなせき、せき込み、ぜーぜー、呼

吸がしづらい 

 
(5) 全身性の症状 

ア  アナフィラキシー 

皮膚・粘膜・消化器・呼吸器の様々な症状が複数出現し、症状がどんどん進行してく

る状態 

イ  アナフィラキシーショック  

ぐったり、意識がもうろうとしている、呼びかけに反応できない、顔色が悪い状態 

 
 

○よくある質問 

Ｑ．「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロするが、食物アレルギーなのか？」「乳糖不耐症とは何

か？」 

Ａ．牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする、おなかが張る、気分が悪くなるなどの症状が出る場

合があり、「乳糖不耐症(にゅうとうふたいしょう)」と診断されている児童等がいます。これ

は、食物アレルギーではなく、小腸で乳糖分解酵素（ラクターゼ）が 

十分に作られないために、牛乳や乳製品に含まれる乳糖を消化できな  

いことが原因で起こります。 

このような乳糖不耐症の児童生徒は、牛乳の停止をします。  
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４ 食物アレルギーの種類 
 

(1)  即時型 

食後数分から２時間以内に、じんましん、咳、呼吸困難などを起こすタイプです。 

数時間後に起きる「遅発型」もありますが、食物アレルギーの多くは即時型です。 

食後、体調不良を訴えたとき、まず即時型アレルギーを疑ってください。即時型 

食物アレルギーのうち約 10％がアナフィラキシーの状態に進むと言われています。 

  (2)  遅延型（遅発型） 

    これは、ＩｇＥ抗体に依存しないで起こる反応で、そのメカニズムは十分に解明さ

れていませんが、Ｔ細胞というリンパ球による反応ではないかと考えられています。

即時型と異なり、食物を摂取してから一般的には食後数時間以降に発症しますが、２

～３日以降に発症する場合もあり、このような反応では症状と食事との関連が分かり

にくくなります。 

(３)  特殊型 

ア 口腔アレルギー症候群 

果物（キウイ、バナナ、リンゴ、桃、メロンなど）を食べると口が腫れる、イ

ガイガする、ひりひりする、かゆくなるなどの症状が起こることがあります。大

量に食べて全身症状が出てしまうこともあります。 

イ 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

食後２時間以内に運動をするとアナフィラキシーが起こることがあります。食

事か運動のどちらか単独では発症しません。食物アレルギーの既往症がなくても

発症することがあります。中学生から高校生に多く見られ、中学生の 6,000 人に

１人程度の割合で発生しているという報告もあります。 

  

 

５ 即時型食物アレルギーの年齢分布 
 

年齢とともに、アレルギーは 

減少傾向にあります。 
                        
 

 

 

これは、年齢が上がるにつれ腸が

発達し、原因食物への耐性を獲得す

ることができるためです。 
 

 

そのため、毎年学校生活管理指導表の 

提出を求めることが必要となります。 
 

（参考）食物アレルギーに関する基礎知識（文部科学省・（公財）日本学校保健会） 
 

8 歳までの子供が全体の 80％

を占める。学校給食センター生

活においても、給食など様々な

注意が必要となる。 

 

年齢の子供

に多い年齢

の子供に多

い 

低年齢の子供に 

多い 

総症例数＝3882 
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6  年齢別原因食品 

 

原因食物の割合は年齢別に大 

きく異なります。 

鶏卵、牛乳は乳幼児期に極め 

て多いが、その後減少し、代 

わって甲殻類、果物類、魚類、 

そば、ピーナッツなどが増加し 

てきます。また、小麦は乳児期 

から成人まで一定の割合で認め 

られます。 

 

 

 

7 アレルギー物質の食品表示 

 

現在、市販の菓子や食品に表示されているアレルギー物質には、必ず表示しなけれ 

ばならない８品目と、表示が推奨されている 20 品目があります。特に必ず表示される 

８品目には、該当する人数が多いだけでなく、重篤な症状に至ることの多いものが指 

定されています。 
 

 

８品目 

(表示義務) 

 

卵・乳・小麦・そば・ピーナッツ・えび・かに・くるみ 

 
 

20 品目 

（表示推奨） 

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、さけ、さば、 

大豆、鶏肉、豚肉、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、 バナナ、ごま、 

カシューナッツ、アーモンド、マカデミアナッツ 

  

（R7.2 月現在） 

 

                                                                     

年齢

群 

0 歳 １歳 ２,３

歳 

4～6

歳 

7～

19 歳 

20 歳

以上 

合計 

1 位 鶏卵 鶏卵 鶏卵 鶏卵 甲殻類 甲殻類 鶏卵 

2 位 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 鶏卵 小麦 牛乳 

３位 小麦 小麦 小麦 甲殻類 そば 果物類 小麦 

４位  魚卵 ピーナッツ 果物 小麦 魚類 甲殻類 

５位   甲 殻

類、 

果物類 

ピーナッツ 果物類 そば 果物類 

６位   そば 牛乳 魚卵 そば 

７位    小麦 魚卵  魚卵 

（参考）食物アレルギーに関する基礎知識 

       （文部科学省・（公財）日本学校保健会） 



7 

 

８ 食物アレルギーの管理 

 

   《原則》正しい診断による必要最小限の原因食物の除去 

 
 

（１）正しい診断とは？ 

 ア 食物経口負荷試験に基づいた診断（診療所と専門病院の連携が基本） 

イ 食物アレルギーによる症状＋原因食物に対する IgE 抗体が陽性 

 

〇 食物経口負荷試験とは？ 

     食物経口負荷試験とは、原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症

状が現れるかどうかを調べる試験です。 

   原因食物を明らかにし、除去食の必要性を判断する上で最も信頼性が高い検査で

す。ただし、原因食物と疑われるものを摂取するため、ショック症状など重篤なアレ
ルギー症状をひきおこす危険性があります。 

そのため、食物経口負荷試験に熟練した医師の監督下で慎重に行う必要 

があります。 

 

 

食品経口負荷試験実施病院一覧 

 

http://foodallergy.jp/（食物アレルギー研究会） 

 

 

（２）必要最小限の除去とは？ 

   ア 食べると症状が出る食物だけを除去する 

   イ 原因食物でも、症状が誘発されない「食べられる範囲」までは食べることがで 

きる。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、学校給食では安全を優先するため「完全除去」を行います。“食べられる

範囲まで食べて練習”は、各家庭で実施するのが原則です。 

 

《例》卵アレルギー → × 卵焼きは止めて、かきたま汁は少し食べる。 

            〇 卵焼き・かきたま汁とも食べない。 

 

   乳アレルギー → × パンは食べて、牛乳・シチューは食べない。 

            〇 パン・牛乳・シチューとも食べない。 

http://foodallergy.jp/
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Ⅲ 島田市の学校給食における食物アレルギー対応の基本 

 
１ 基本的な考え方 

(1) 学校給食では、食物アレルギーを有する児童生徒も他の児童生徒と同様に、楽しい給食

の時間を過ごすことができるように、家庭、学校及び学校給食センターが十分連携をと

り、三者の対応が可能な範囲で、安全かつ確実に食物アレルギーの症状に応じた対応を

実施します。 

(2) 学校教育全体を通じて、食物アレルギーを有する児童生徒への配慮等を含むアレルギー

について基本的な理解を促す指導を行うとともに、アレルギーを有する児童生徒が、将

来にわたって「食」を選択する力を習得することができるよう、食育の観点から対応方

法を決定します。 

  

2 島田市学校給食アレルギー対応食実施基準 

(1) 以下の基準をすべて満たす児童生徒に対し、対応を実施する。 

 

ア 医師の診断により、食物アレルギーと診断されていること。 

イ 原因食物（アレルゲン）が特定されており、学校生活管理指導表により、医師から

対応が指示されていること。 

ウ 定期的に受診し、評価を受けていること。（年１回以上実施） 

エ 家庭において、当該原因食物の除去を行っている、または医師の指示に基づいて食

事療法を行っていること。 

オ 病院食のような治療を目的とした食事ではなく、学校給食の中での取組で対応可能

と考える範囲で対応すること。 

カ 対応できない場合には、家庭から弁当を持参してもらう場合もあることについて承

諾すること。 

 

 

保護者の求めるままに実情に合わない無理な対応を行うことは、かえって事故を招く危

険性をはらんでいます。学校給食のアレルギー対応は、あくまでも医師の診断と指示に

基づいて行うものであり、保護者の要望によって行うものではありません。また、家庭

での対応以上の対応を学校給食では行いません。 

 

  

(2)除去食対象者の審査及び提供等の運用について 

ア 校内食物アレルギー対応委員会を開催し、対応方針を協議したのち、期日までに学

校給食課に書類を提出してください。書類を審査の上、除去食提供の決定を行いま

す。 

イ 学校生活管理指導表等の必要書類の提出が期限内に行われなかった場合、その年度 

    は原則として対応はしません。ただし、転入生については別途対応します。 

ウ 対応食継続者で、年度途中に学校生活管理指導表の内容に変更があった場合、既定

の手続きを経た後、変更の対応をします。また、アレルギーが改善され、対応食全て

が中止になった場合は、中止申請書の提出を受け中止します。  

  エ 提供期間中において、保護者が必要書類を提出しない場合やアレルギー症状が見ら

れた場合など、提供が困難と判断した場合、除去食の提供は中止します。 
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３ 学校における給食時間の対応方法 

(1)児童生徒の状況に応じて、以下の方法を組み合わせて対応する。（レベル３まで） 

①レベル１ 詳細な献立表対応（自己除去対応） 

ア 対象者 

・過去にアナフィラキシーを起こしていない、発症しても軽度な症状で治まっている

など、症状が軽度で特別な処置をしなくても症状が治まる児童生徒。 

・アレルギー物質を除去できる判断能力があり、自分自身で除去することができる児

童生徒。 

   イ 実施内容： 

・学校給食の原材料を詳細に記入した「詳細献立表及び使用食品原材料配合表」（以下

「詳細献立表等」という。）を事前配付し、それに基づいて保護者の指示により、学

校給食から原因食物を取り除いて食べる。学級担任等はその状況を確認する。 

   ウ 留意点 

・学級担任が、除去する原因食物を正しく理解する。万一、食べてしまった場合の対

処方法も確認しておく。 

    ・原因食物については、保護者が本人に確実に知らせる。保護者は学校にも事前に連 

絡する。 

    ・最も誤食事故が起こりやすい対応であるため、特に学級担任は除去食物と給食内容 

を日々確認する。そのために、詳細な献立表対応（自己除去対応）であっても学校 

生活管理指導表の提出が必要である。 

    

②レベル２ 弁当対応（完全弁当対応・一部弁当対応） 

ア 対象者 

 ・完全弁当対応：多くの食品にアレルギーを有し重症な児童生徒 

・一部弁当対応：通常は除去食対応であり、除去食対応が困難な献立に対してのみ部

分的に弁当を持参する児童生徒 

イ 実施内容 

・完全弁当対応：学校給食センターでは、食物アレルギー対応が困難なため、全て 

の学校給食に対して弁当を持参する。 

・一部弁当対応：学校給食センターでの対応では提供が困難な場合、その献立に対し

てのみ部分的に弁当を持参する。 

ウ 留意点 

・学校の状況に応じて、安全で衛生的な弁当の管理方法を決めておく。 

 ・持参するおかずについては、保護者が本人に確実に知らせる。保護者は、学校に 

も事前に連絡する。 

     ・特に一部弁当持参の場合は、学級担任が、対応する献立と日付けを確実に把握し 

ておく。 
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※完全弁当対応とする判断基準 

以下に該当する場合は、安全な給食提供は困難であり、完全弁当対応とする。 

(1) 極微量で反応が誘発される可能性がある等の場合  

ア 調味料・だし・添加物の除去が必要 

イ 加工食品の原材料の欄外表記（注意喚起表示※）の表示がある場合についても除去

指示がある 

ウ 多品目の食物除去が必要 

エ 食器や調理器具の共用ができない  

オ 油の共用ができない 

カ その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況 

(2) 施設の整備状況や人員等の体制が整っていない場合 

 

※注意喚起例  

 〇同一工場、製造ライン使用によるもの 

  「本品製造工場では〇〇（特定原材料等の名称）を含む製品を製造しています。」 

 〇原材料の採取方法によるもの 

  「本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。」 

 〇えび、かにを捕食していることによるもの 

  「本製品（かまぼこ）で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

【小麦の例】 

このような表示であれば、特に 

医師の指示がない限り、基本的 

に除去する必要はありません。 
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③レベル３ 除去食対応 

ア 対象者 

    ・調理の段階で予め特定の食品を除去しなければ、その料理を食べられない児童生徒 

        ・次項イで規定する６品目のアレルギーを有する児童生徒 

    ・６品目に加え、６品目以外のアレルギーを有する児童生徒（但し、６品目以外の食

材は保護者の管理とする。） 

イ 実施内容 

    ・対応品目は、島田市学校給食食物アレルギー対応検討委員会（以下「検討委員会」 

という。）で決定したものとする。 

令和４年度より「鶏卵（うずら卵含む）・乳・えび・かに・いか・たこ」の６品目

とする。 

・対応食は、除去食（アレルギーの原因となる食品を除いて調理したもの）で提供す 

る。 

・副食のみの対応とする。 

・特定の食品を除くことで、料理として成立しない場合は、家庭から代わりのものを

持参してもらう。（一部弁当対応） 

   ウ 留意点 

    ・配食、配膳、配送についての点検や管理等、連携調整を確認する。 

    ・学校給食センターは対応する献立について、「学校給食アレルギー対応選択表」（以 

下「選択表」という。）などの資料を作成して学校に配布し、学校は保護者へ配付す 

る。 

    ・最終的に学級担任が給食内容を確認し、誤食事故がないように注意する。 
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≪給食対応

レベル１：詳細な献立表対応（自己除去対応） 

レベル２：弁当対応（完全弁当対応、又は一部弁当対応）   

レベル３：除去食対応 

(２)アレルギー対応実施上の注意 

  ①詳細献立表及び使用食品原材料配合表の配布について 

各学校が「取組プラン」に従って、「詳細献立表等」を対応レベルが 1 から３までの 

すべての対応の児童生徒の保護者に提供します。「学校生活管理指導表」の提出がない 

保護者から詳細献立表等提供の希望があった場合は、学校は保護者に「学校生活管理指 

導表」の提出を求め、「取組プラン」を作成後に詳細献立表等を提供してください。 

また、レベル３であっても一部弁当対応をお願いする場合もあります。このように、

対応レベルは固定的なものではなく、対応する原因食物の種類と献立の内容によっては

変化する場合があります。 

 

 

 

・詳細献立表及び使用食品原材料配合表とは 

詳細献立表とは、1 ヶ月の学校給食の原材料を詳細に記入した献立表です。また、使用

食品原材料配合表とは、使用加工品の配合表と栄養分析表が記入された表です。 

南部
2019年 3月 15日 金曜日 2019年 3月 18日 月曜日

[牛乳] [牛乳]

A ★牛乳200cc(飲用) 1 本 1 本 A ★牛乳200cc(飲用) 1 本 1 本

[ご飯（クラス別）] [わかめごはん]

A ★ｸﾗｽ別米飯(精米) 70 g 100 g A ★ｸﾗｽ別米飯(精米) 70 g 100 g

A ●炊き込みわかめ 2 g 2.8 g

[いかフライ]

A いかフライ(冷凍) 40g 1 個 個 [さばの照り焼き]

A いかフライ(冷凍) 50g 個 1 個 A 鯖のみりん醤油漬け50g 1 個 個

  ●なたね油（揚げ用） 4 g 5 g A 鯖のみりん醤油漬け60g 個 1 個

[大豆の磯煮] [小松菜とｳｲﾝﾅｰのソテー]

A ●乾燥大豆 8 g 9.6 g   こまつな 25 g 30 g

  ●ＳＣ糖 1 g 1.2 g   もやし 15 g 18 g

A ●こいくちしょうゆ 1.2 g 1.44 g A ●ウインナー 1cmｶｯﾄ(ﾁﾙﾄﾞ 10 g 12 g

  ●小芽ひじき 2 g 2.4 g   ●なたね油 0.5 g 0.6 g

  にんじん 5 g 6 g   ●食塩 0.3 g 0.36 g

  ★いんげん(ﾎｰﾙ､500g) 5 g 6 g   ●こしょう 0.01 g 0.01 g

  ●つきこんにゃく　5cm 5 g 6 g A ●コンソメ 0.2 g 0.24 g

  ●なたね油 0.25 g 0.3 g

A ●こいくちしょうゆ 2.5 g 3 g [具だくさん島田汁]

  ●ＳＣ糖 1.7 g 2.04 g A 豚ももこま切 20 g 24 g

  水 5 g 6 g A ●冷凍豆腐(1.5cm角）FeCa 15 g 18 g

  むき玉ねぎ 10 g 12 g

[うったち汁（佐賀）]   にんじん 10 g 12 g

A 冷凍すいとん(乳なし)8g 25 g 30 g   ささがきごぼう 10 g 12 g

A 豚ももこま切 10 g 12 g   生しいたけ 5 g 6 g

  むき玉ねぎ 15 g 18 g   葉ねぎ 5 g 6 g

  だいこん 20 g 24 g A ●かつおだし（桜印） 2 g 2.4 g

  にんじん 10 g 12 g A ●川根みそ(赤色辛みそ) 8 g 9.6 g

  ささがきごぼう 8 g 9.6 g   水 100 g 120 g

  干し椎茸(スライス) 1 g 1.2 g

  葉ねぎ 3 g 3.6 g [はるみ]

  ●にがり塩 0.5 g 0.6 g   はるみ(砂じょう､生) 1 個 1 個

A ●こいくちしょうゆ 2.8 g 3.36 g

  ●清酒 1 g 1.2 g

A ●かつおだし（桜印） 2 g 2.4 g

  水 100 g 120 g

１人分量

小学 中学小学 中学
[料理名]　/　食品名

１人分量
[料理名]　/　食品名

Ａ

Ｉ

Ｅ
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② 欠席連絡について 

除去食が提供されている児童生徒が、提供のある当日、欠席や早退で欠食する場

合は、各学校はそれを把握した時点でその旨を学校給食センターに連絡します。 

 

  ③ 学校給食費の取り扱いについて 

対応食の学校給食費について、次のとおり取り扱うものとします。 

対応食を提供 

又は 

自分で除去 

献立によって 

弁当の持参 

献立に関わら

ず弁当の持参 

飲用牛乳の 

中止 
主食の中止 

徴収する 徴収する 徴収しない 
牛乳代金分を

返金する 

主食代金分を

返金する 

※対応食の学校給食費は、通常の学校給食費と同額とし、食べない日でも返金はしない。 

 

4 学校給食センターでのアレルギー対応について 
 

アレルギー対応を行うための各学校給食センターの状況（人員や設備、作業ゾーン、 

食数など）には差があり、一律に対応をすることはできません。 

各学校給食センターの状況と食物アレルギーを有する児童生徒 

の実態（重症度や除去品目数、人数など）を総合的に判断し現 

状で行うことができる最良の対応を行います。 
 

 

(1)  学校給食提供の考え方 

「対応指針」の原則的な考え方に従い、安全性を最優先とし  

ます。安全性の確保のため、原因食物の完全除去対応（提供

するかしないか）を原則とします。ただし、本マニュアル

P14 の（注）の場合は医師の診断・指示に基づき、例外を

認めます。 

なお、学校給食では、そば、ピーナッツ、いくら、キウイフルーツ、くるみは提供

しません。 

また、一つの料理の材料に複数の原因食物がある場合は、その全てを除去した料理

を調理し、対象の児童生徒に提供します。 

 

≪例≫ 八宝菜（アレルゲン：うずら卵、えび、いか）の対応 
 

    A さん：卵アレルギー ⇒ うずら卵の除去 
×    Ｂさん：えびアレルギー ⇒ えびの除去 
    C さん：卵、いかアレルギー ⇒ うずら卵、いかの除去 

 
 
 

◎Ａさん・Ｂさん・Ｃさん  ⇒  うずら卵、えび、いか全て除去 
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（注）＜鶏卵（生卵のみ）アレルギーの場合＞                

マヨネーズ、ドレッシング、デザート等の十分に加熱されていない卵加工品は食 

べることができ、生卵のみ食べられない場合 

     →医師の診断で、生卵以外の給食が食べられると診断されれば、学校生活管理

指導表の学校生活上の留意点【給食】について、「管理不要」と指示・記入し

てもらうことにより、学校給食で卵は食べられることとする。【参考様式：記

入例①参照】 

 

＜乳アレルギーの場合＞ 

     パンや乳を含む料理・デザート等は食べられるが、飲用牛乳のみ飲めない場合 

        →医師の診断・指示に基づき、飲用牛乳のみの中止を認める。学校生活管理導 

表のその他の配慮・管理事項（自由記載）の欄に【飲用牛乳のみ不可】と記述

してもらい、牛乳免除願いと、学校生活管理指導表の写しを提出する。【参考

様式：記入例②参照】3 者での面談は不要とする。 

 

 
(2)  各学校給食センターで除去対応する原因食物 

各学校給食センターでは、安全な給食提供を優先するため、次の原因食物のみに

対応した、除去食を提供します。したがって、学校 

給食センターでは対応しない原因食物をもつ児童生 

徒については、家庭から弁当を持参することがありま 

す。（一部弁当対応） 

 

島田市の学校給食で除去対応する原因食物 

鶏卵（うずら卵含む）・乳・えび・かに・いか・たこ 
 
    
    
   
 

   ※そば・ピーナッツ・いくら・キウイフルーツ・くるみは、学校給食では提供しません。 

 

(3)  アレルギー対応食を開始する時期について 

アレルギー対応食は、毎年５月の連休明けから提供します。４月は学校が新体 

制となるため、面談や研修を行うための期間とします。（継続者で対応内容に変更が

無い場合については、4 月から提供します。） 
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(4)  アレルギーに配慮した学校給食献立の検討課題（対応指針 p18、19、20） 

「対応指針」に従い、次の食物については使用する頻度を検討します 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

→島田市では提供しません 
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５ 学校生活管理指導表について 
 

（参考：令和元年度改訂：学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン/(公財)日本学校保健会） 
 

対象：学校における配慮や管理が必要な児童等 

アレルギー疾患があり、学校において配慮や管理が必要である児童等に対し、学校

が配布し、主治医へ記入を求めます。 
 

 

〇情報は教職員全員で共有 

〇日常の取組、緊急時の対応に活用 

〇医師の診断に基づく、保護者と学校の共通理解の得られた取組の推進 

 

 

  ・症状等に変化がない場合であっても、引き続き配慮や管理が必要な児童等は毎年提出

を求めます。 
  ・新規発症の場合や原因食物の変更があった場合は、随時提出を求めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式集：参考様式） 
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□ 原因食物・診断根拠  

   原因食物・診断根拠を正しく医療機関で記載してもらうことが大切です。 

   記載されている原因食物が、学校で対応する食物です。そのため、原因食物をより

具体的に記載してもらう必要があります。 

   例えば、「ここには書いてないけれど、実は卵のアレルギーがあって・・・」とい

う申し入れが保護者よりあった場合には、対応しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 除去根拠 

一般に食物アレルギーを血液検査や皮膚テストの結果だけで診断することはできませ

ん。実際に起きた症状や食物経口負荷試験の結果などを組み合わせて医師が総合的に診断

します。 

食物の除去が必要な児童生徒等であっても、その多くは除去品目数が数品目以内にとど

まります。あまりに除去品目数が多い場合には、不必要な除去を行っている可能性が高い

とも考えられます。除去品目数が多いと食物アレルギー対策が大変になるだけでなく、成

長発達の著しい時期に栄養のバランスが偏ることにもなるので、そのような場合には「除

去根拠」欄を参考に、保護者や主治医・学校医等とも相談しながら、正しい診断を促して

いくことが必要です。 

① 明らかな症状の既往 

過去に、原因食物の摂取により明らかなアレルギー症状が起きているので、除去根拠と

して高い位置付けになります。ただし、鶏卵、牛乳、小麦などの主な原因食物は年齢を経

るごとに耐性獲得（食べられるようになること）することが知られています。実際に乳幼

児早期に発症する食物アレルギーの子供のおよそ９割は就学前に耐性獲得するので、直近

の数年以上症状が出ていない場合には、“明らかな症状の既往”は除去根拠としての意味

合いを失っている可能性もあります。主な原因食物に対するアレルギーがあって、幼児期

以降に食物経口負荷試験などの耐性獲得の検証が行われていない場合には、既に食べられ

るようになっている可能性も十分に考えられるので、改めて主治医に相談する必要があり

ます。ただ、上記の主な原因食物以外の原因食物（ピーナッツ、ソバ、甲殻類、魚類な

ど）の耐性獲得率はあまり高くないことが知られています。 

② 食物経口負荷試験陽性 

食物経口負荷試験は、原因と考えられる食物を試験的に摂取して、それに伴う症状が現

れるかどうかをみる試験です。この試験の結果は①に準じており、医療機関で確認されて

（参考：「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」ｐ32・33・34・93） 
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いるため、除去根拠として最も高い位置付けになります。ただし、①の場合と同様に主な

原因食物について数年前の負荷試験の結果は信頼性が高いとは言えませんので、再度食べ

られるかどうか定期的に検討する必要があります。 

食物経口負荷試験は専門の医師の十分な観察のもと、これまで除去していた原因食物を

食べてみて、症状の有無を確認します。統一した負荷試験方法は現在のところありません

が、多くの施設では単回で食べるか負荷総量を分割して 20～60 分おきに 60 分ほどか

けて少しずつ増量していく方法がとられています。診断のときと同様に、耐性獲得も血液

や皮膚検査だけから判断することはできません。このため、耐性獲得の診断にも食物経口

負荷試験が必須といえます。 

③  IgE 抗体などの検査陽性 

原因食物に対する IgE 抗体価がよほど高値の場合には、③だけを根拠に診断する場合も

あります。しかし、一般的には血液や皮膚の検査結果だけで、食物アレルギーを正しく診

断することはできません。検査が陽性であっても、実際はその食品を食べられる子供の方

が多いのも事実です。血液検査の正確な解釈には専門的な知識を要するため、学校で保護

者に血液検査結果の提出を求めることは適切ではありません。 

一般的な食物アレルギーの場合、除去しなければならない品目数は数種類にとどまりま

す。このため、除去品目数が多く、①や②という根拠がなく、③だけが根拠の場合には、

保護者を通じて主治医に除去の必要性について再度問い合わせをする必要がある場合があ

ります。しばらく耐性獲得の検証が行なわれていないのであれば、食物経口負荷試験の実

施を検討してもらいましょう。 

④ 未摂取 

 小学校入学前までにクルミやカシュ―などの木の実類などは食べたことがない児童もお

り、食べたことがない食品を給食で提供することにより新規発症が起こることもありますの

で注意が必要です。 

 しかし、単に食べたことがないものをすべて未摂取として記述する必要はなく、アレルギ

ーの関与が疑われる未摂取のものに関して、除去根拠④未摂取として記載すべきです。 

 未摂取のものが家で食べられるようになった場合や、食物経口負荷試験を行って症状が出

ないことが確認され摂取可能になった食品については、原則として医師による解除の指示書

は不要です。保護者からの書面の申請により除去解除を行う場合の書式の雛形を用意しまし

た。 

□ 学校生活上の留意点 

 １ 「管理不要」 

    学校生活上、特別な管理及び配慮は不要です。 

 ２ 「管理必要」 

    具体的な場面を想定して既往などの情報を収集します。対応はガイドライン及び 

    学校生活管理指導表に沿った範囲に止めます。 
 

保護者からの要望のみによる対応は行いません。 
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A 給食 １.管理不要  2.管理必要  

１ 「管理不要」 

    学校生活上、特別な管理は不要です。 

 ２ 「管理必要」 

    保護者との面談等により、給食での対応方法を

確認します。給食におけるアレルギー対応を開

始する基本となる項目です。 

                       
B 食物・食材を扱う授業・活動  
１.管理不要  ２.管理必要 

１ 「管理不要」 

学校生活上、特別な管理は不要です。 

                  ２ 「管理必要」 

微量の摂取・接触により発症する児童生徒に

対する配慮がとくに必要です。食物を「食べ 

る」だけでなく、「吸い込む」「触れる」ことも発症の原因となることがあります。 

 

C 運動（体育・部活動等） １.管理不要  ２.管理必要  

１ 「管理不要」 

    学校生活上、特別な管理は不要です。 

２ 「管理必要」 

      運動に関連した食物アレルギーに注意が必要です。 

(1)運動誘発アナフィラキシー 

(2)食物依存性運動誘発アナフィラキシー 

    ア 原因となる食物を摂取したら、４時間（少なくとも２時間）は運動を控える。 

    イ 運動をすることが分かっていたら、原因となる食物を摂取しないこと。 

 

D 宿泊を伴う校外活動 １.管理不要 ２.管理必要 

１ 「管理不要」 

   学校生活上、特別な管理は不要です。  

２ 「管理必要」 

(1)食事の配慮 

 ア 事前に宿泊先への依頼と提供する食事の調整 

 イ 保護者、宿泊先を交えて情報交換 

   ウ 宿泊先の食物アレルギー受け入れ実績を要確認      

(2)万一の発症に備えた準備 

 ア 搬送する医療機関を調査・確認 

 イ 参加する教職員全員が、食物アレルギー罹患児童生徒の詳細を把握 

慣れていない場合は

事故発生率が高い 
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  ウ 場合によって主治医からの紹介状を用意 

  エ 「エピペン○Ｒ」など救急治療薬が処方されている場合には、管理方法、発症し 

た場合の対応を事前に保護者・本人・主治医・学校医との十分な相談を行う。 

 

(3)その他 

 ア 食が関係する体験学習には様々な危険がある     

 イ 児童生徒だけで食事が計画されている場合      

 

E 「原因食物を除去する場合により厳しい除去が必要なもの」 

  食物アレルギーの原因食物に関連するものであっても症状誘発の原因となりにくく、

ほとんどの児童生徒等で除去が不要な食品が示されています。これらのものまでも除去

が必要であると給食の提供が難しくなります。医師に管理指導表を記載してもらう際に

は摂取不可能な場合にのみ記載してもらってください。 

   

F その他の配慮・管理事項（自由記載） 

  その他、学校生活において、該当児童生徒の注意点を記載してもらう欄です。 

  〈記載内容例〉 

 １ 誤食によってアナフィラキシーショックをきたす可能性が高く、症状発現時にはエ 

ピペン○Ｒを２本以上使用する可能性が高い場合 

 ２ 現在、自宅で食物アレルギーの治療として少量の原因食物を摂取しており（経口免 

疫療法）、過度の運動で症状が誘発される可能性がある場合 

 ３ 他の児童生徒の給食にすぐ手を伸ばす可能性がある場合 

 

□学校生活管理指導表記載内容の変更について 
 

 

一部変更が生じた

場合 

（対応例） 

・卵、乳のアレルギーがあるが、新た

にえびの対応を始めたい場合 

 

・卵、乳のアレルギーがあるが、卵の

アレルギーのみ治癒した。乳のアレ

ルギー対応は継続する場合 

・保護者には学校生活管理

指導表の訂正または再提出

を依頼する。また、保護者に

改めて申請【様式４】をして

もらう 

 

対応の必要がなく

なった場合 

（対応例） 

・卵、乳のアレルギーがあるが、治癒

し対応の必要がなくなった場合 

保護者の申請【様式４】をも

って対応終了とする。 

 

 

緊急時の連絡方法を

確認 
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Ⅳ 島田市における取組のながれ 

１ 対応決定までのながれ 

 食物アレルギー対応希望調査（10 月～1１月） 

      学校は新入学児童生徒及び在校児童生徒の保護者に対して通知   

 

希望者に対し学校生活管理指導表等の配付(10 月～1１月） 

学校は、新入学児童生徒については就学時健康診断時、在校児童生徒につい

ては希望者に、学校生活管理指導表等を配布 

 

 保護者から学校へ学校生活管理指導表の提出（1１月～１月）（養護教諭） 

      該当の児童生徒の保護者は主治医又は専門医を受診し、学校生活管理指導表

を学校へ提出 

 保護者との面談（12 月～２月）（管理職・養護教諭・担任・栄養教諭等） 

      学校は食物アレルギー面談記録【様式８】を活用し、保護者に対し、該当児

童生徒の状況確認や対応方針の説明を行う。（可能な限り管理職（校長又は教

頭）、給食担当職員の同席が望ましい） 

取組プラン（案）の作成（１月～３月上旬）（養護教諭） 

      学校は必要に応じて、栄養教諭等の助言を得て、児童生徒ごとの対応をまと

めた「取組プラン（案）」を作成する。 

校内食物アレルギー対応委員会の開催（２月～３月）（校長他関係者） 

      校長は、校内の関係職員を集め、校内食物アレルギー対応委員会を開催し、

対応方針を協議する。 

      その後、取組プラン（案）、学校給食食物アレルギー対応食希望児童生徒一覧

表【様式２】、アレルギー対応食実施申請書【様式１】、面談記録（写）、学校

生活管理指導表活用状況報告書【様式５】を教育委員会（学校給食課）に提出

する。 

教育委員会学校給食課及び給食センターで審査（３月）（教育委員会学校給食課） 

      学校給食課及び給食センターは、提出書類の確認・審査をする。除去食提供者

には、決定通知書【様式３】を各学校に通知する。 

決定した対応方針を保護者へ通知（３～４月） 

      学校は、除去食の決定通知と対応方針（取組プラン）を、保護者に通知し必要

に応じて内容の説明を行う。 

対応方針を関係者で共有（４月） 

      学校給食センター、学校関係職員、教育委員会（学校教育課・学校給食課）

に対して、対応の内容について、情報提供を行い、共通理解のもと対応する。 
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２ 対応決定後のながれ 
 
献立作成 （栄養教諭等） 

     献立作成後対象の児童生徒に対して、学校経由で学校給食アレルギー対応選択表

（個人宛）【様式 10】・詳細献立表等（各学校 1 部）を配付 

 

 

校内での把握と保護者との連絡調整 （担任・養護教諭・給食担当職員） 

     学校は、詳細献立表等を必要な人数分印刷し、詳細献立表等と学校給食アレルギ

ー対応選択表を保護者に渡す。（保護者は期日までに除去食の内容を確認、選択

し、学校へ提出） 

    学校は保護者から返却された学校給食アレルギー対応選択表の内容を確認する。 

 

学校給食センターへの報告 （養護教諭・給食担当職員） 

学校は保護者から返却された学校給食アレルギー対応選択表の一部（写）は学

校保管、原本を学校給食センターに提出する。学校給食センターは、学校給食

アレルギー対応選択表の内容を確認する。 

 

対応食の調理 （栄養教諭等・調理員） 

複数での確認、原因食物の混入に注意して、調理を行う。 

 

 

運搬・受け渡し （配送担当者） 

     配送日程表・配食確認表【参考様式】とともに、配膳員に 

給食を渡す。 

 

給食前 （学級担任） 

     学校給食アレルギー対応選択表をもとに、該当者・対応内容を確認する。該当

児童生徒に対応内容を伝え、原因食物を食べないよう注意する。 

 

片づけ  

     確実に対応が行われたことを確認したら、担任は配食確認表にサインして、学

校給食センターに返却する。 

 

学校給食センターの最終確認 （栄養教諭等） 

返却された配送日程表、配食確認表のサインを確認 

学校給食アレルギー対応選択表の使用例は様式集にあります。 

毎

月

の

流

れ 

毎

日

の

流

れ 
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10月 11月 12月 1月 2月 3月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

保護者か
ら申請書
受領

保護者

申請書提出

学校給食課・
給食センター
にて審査

継
続
者

新
規

学校

学校給食課
学校給食センタ－

（栄養教諭等）

アレルギー対応用選択表の作成、学校へ送付、保護者・学校確認の後、受領

連休明け

除去食提供

保護者から学校生活
管理指導表を受領

保護者へ決
定通知

3者面談

3者面談(管理職、養護教諭、
担任、栄養教諭等、保護者）

4月～
除去食提供

献立作成
（2ヶ月前、随
時）

4月

認定事務 アレルギー食提供

医師に受診、
学校生活管理指導表

を学校へ提出

「取組プラン」案作成

アレルギー対応用選択表を保護者へ送付・受領、確認の後、学校給食課へ提出

決定通知、対応方針
（取組プラン）を受領

アレルギー対応用選択表を確認・記載の上、学校へ提出

食物アレルギー対応
希望調査
(新入学児童=就学時健
診、
在校生＝随時）

希望者へ学校生活管
理指導表の配布

3者面談(管理職、養護教諭、
担任等、学校給食課、保護者）

校内対応委員会の開催

島田市学校給食食物アレルギー対応スケジュール
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②学校へ配送される状態の食物アレルギー対応食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

③ 食物アレルギー対応食 配送日程表・配食確認表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対応食が児童生徒に届くまでのながれ 
① アレルギー対応食用容器・食器 

※配送用容器は保温性のあるものを使用 

配送用容器・盛付け用食器

（汁椀） 

配送用容器・盛付け用食器

（菜皿） 

個人ボックス及び内部（専用容器・専用食器・配食確認表） 

《焼き物・和え物等》 

《汁物・煮物等》 

令和〇年度 〇 月    食物アレルギー対応食   配食確認表

学校名

除去食

7 火 シーフードカレー えび、いか、乳製品除去

10 金 タンドリーチキン 乳製品除去

15 水 カレーうどんつゆ 乳製品除去

22 水 パンプキンポタージュ 乳製品除去

24 金 ニョッキのクリーム煮 乳製品除去

〇〇小学校 〇年〇組 島田　花子

食器へ移す
本人が食べた

確認 連絡事項

担当教諭（氏名） 担当教諭（レ点） 担当教諭（レ点）

原因食品 学校給食センター印

注意点 非対応のアレルゲン

小麦,ごま

乳,えび,かに

日 曜日 料理名 （対応内容）

受け取り

サイン

˓˓(Ђϱр) й й

食物アレルギー対応食　　配送日程表

学校

専用容器

への配缶

個人

ボックスへ

入れる

配送員

受け取り

配膳員

受け取り

調理員 栄養士
調理員

→配送員

配送員

→配膳員

2 2 Ḭ レ レ レ レ

4 3 ṆṆḬẆẆ

5 1 ṆṆḬẆẆ

6 2 ṆṆḬẆẆ

1 2 ṆṆḬẆẆ

2 3 ṆṆḬẆẆ

10 ṇ 2 2 Ḭ

学校給食センター

ṆṆ

7 ṇ ṇ ṇ נּ ḭּפּךḭ

8 ṇ
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⑤ 料理が出来上がったら配食をします。 

併せて保存食、検食をとります。 

⑦ アレルギー対応食を確実に配送す

るため、栄養士が直接、配送員に手

渡します。 

＊調理作業（アレルギー対応食調理室）～配送まで 

⑧ 学校に到着後、配送員から配膳

員へ手渡しします。 

① 材料を確認します。 

② アレルギー担当調理員が調理を

開始します。 

③ アレルギー担当栄養士が調理 

状況を確認します。 

④ 味の確認をします。 

⑥ 栄養士により学校・学級・名前・

料理の確認を行います。 
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② 配膳の時間まで、配膳室の決

められた場所に置いておきま

す。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 配膳員から担任へケースを

手渡し、配食確認表（個人カ

ード）にチェックします。 

① 学校に到着後、配送員から配膳

員へ、アレルギー対応食個人ボ

ックスを手渡しします。この

際、配送日程表にチェックしま

す。 

③ 給食時間になったら、配膳員が直

接、対象生徒がいる教室まで個人

ボックスを持っていきます。 

  ※校内の状況に応じ、各校で検討

してください。 

⑤ 担任は、個人ボックスを受け取

り、専用容器からアレルギー専

用の皿に移し、配食確認表(個

人カード)にチェックします。 

⑥ 担任は、対象児童生徒が食べ

たことを確認し、配食確認表

にチェックします。 

⑦ 食べ終わったら、ケースを配膳

室まで返します。 

＊学校へ配送後 
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Ⅴ 食物アレルギー対応における各機関の役割 
 

食物アレルギー対応が必要な児童生徒には、校長の指導のもと、関係教職員で「校内

食物アレルギー対応委員会」を組織し、それぞれの職務に応じて、学校全体で対応してい

くことが必要です。日頃から、教職員が積極的に連携協力し、学校内の共通理解を図って

いくことが大切です。 

ここに示す役割は例であり、学校の実態・組織にあわせ柔軟な対応をお願いします。 

 

１ 学校の役割 

校内食物アレルギー対応委員会の設置 
 

「学校生活管理指導表」が提出された児童生徒については、校内食物アレルギー対

応委員会を開き、学校においての配慮や対応について、個別の取組プラン（案）を基

に、検討します。 

学校生活管理指導表の中で、「学校生活上の留意点」「Ａ．給食」の欄が「２．管理

必要」であり、対応食の希望申請があった児童生徒に対しては、調査面談の中で検討

した学校給食における対応の実施が妥当であるかどうかを検討します。その結果は、

学校給食食物アレルギー対応食希望児童生徒一覧表【様式２】、取り組みプラン（案）

（写）、アレルギー対応食申請書【様式１】、学校生活管理指導表活用状況報告書【様

式５】、食物アレルギー面談記録（写）【様式８】等を教育委員会（学校給食課）へ提

出します。 
 

校内食物アレルギー対応委員会の構成メンバー（例） 

校長、教頭、教務主任・主幹教諭、学年主任、学級担任、保健主事、養護教諭、 

給食主任等  

 

《校長及び教頭》 

  〇校内の食物アレルギー対応の全ての責任者であり、市教育委員会等の方針の主旨を

理解し、教職員に指導します。 

   ・重篤なアナフィラキシー症状を引き起こした場合の対応について、食物アレルギ 

ー緊急時対応マニュアルを周知し、全教職員の共通理解を図ります。 

・市教育委員会が示す食物アレルギー対応の基本的な考え方を、保護者に説明し   

ます。（基本的な考え方に対する問い合わせについては   、      市教育委員会の窓口を

案内します。） 

・実技を伴う校内研修を実施します。（疾病者発生から医療機関へ引き継ぐまでの「疾

病者発生時対応訓練」、練習用エピペン®トレーナーを使用した研修など） 

・児童生徒の食物アレルギーに関する個人情報の取扱いについて、適切に管理するよ

う教職員に指導します。 

  ○「校内食物アレルギー対応委員会」を設置します。 

   ・「校内食物アレルギー対応委員会」を開催し、安全に適切な対応食提供がされてい

るか等検討します。 
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○個別面談を実施（本マニュアル P30 に定めた者と一緒に行う）します。 

・食物アレルギー対応が必要な児童生徒を把握します。 

○関係教職員と協議し、対応を決定します。 

・学校給食における対応を決定し、決定した事項については「学校給食食物アレルギ

ー対応食希望児童生徒一覧表」により、教職員の共通理解を図ります。 

  〇学校給食センターとの窓口を教頭に一本化し、連携が密にとれるようにします。教頭

不在の場合の代理者は、教務主任（主幹教諭）とし、両者とも不在な場合は養護教諭

とします。 

 

《学級担任》 

 〇食物アレルギーを有する児童生徒の実態や個別の取組プラン、緊急措置方法等につい 

て把握します。 

   ・該当児童生徒が自分のアレルギーを認識し、行動できるように保護者に協力を求め 

ます。 

〇個別面談を実施（本マニュアル P30 に定めた者と一緒に行う）します。 

   ・「学校生活管理指導表」の記載内容等を確認し、養護教諭に提出します。 

・「食物アレルギー対応の決定について」を保護者へ渡し、学校が決定した内容につ

いて説明します。 

○給食時間に教室を離れる際は、事前に他の教職員に十分な引き継ぎを行います。 

○他の児童生徒に対して、食物アレルギーを正しく理解させます。 

・食物アレルギーを正しく理解し、他の児童生徒に対して食物アレルギーを有す   

 る児童生徒についての理解を促す指導を行い、偏見等が生じないように配慮しま 

す。 

 

【給食時における配慮事項】 

  〇給食時間は、決められた確認作業を確実に行い、誤食を予防します。また、楽しい給

食時間を過ごせるように配慮します。 

・配膳の際、誤配がないように栄養教諭等から毎月提供される学校給食アレルギ

ー対応選択表で確認します。特に、アレルギー対応食の提供や弁当持参が無く、

「食べない料理」のある日は気をつけます。 

・該当児童生徒が持参した弁当の管理をします。 

・該当児童生徒がアレルギーの原因となる食品を自ら教室で除去して食べる場合、 

学級担任は、当日の食事内容（料理毎に使用されている食品）を確かめた上で、児

童生徒がアレルギーの原因となる食品を適切に除去することができるように見

守り、必要な場合には補助します。 

・アレルギー対応食の受け取りは、あらかじめ決めた方法により確実に行い、該当児 

童生徒が間違いなく食べることができるようにします。 

・「いただきます」をする直前まで、アレルギー対応食は担任の机上で管理します。 

・特に「おかわり」について、アレルギー対応食が提供された料理については禁止す   

 るなど該当児童生徒が誤食をすることがないように配慮します。 

・児童生徒同士で食べ物のやり取りが行われないようにします。 
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・該当児童生徒が給食当番や後片付けを行う際には、アレルギーの原因食物及び料 

理に触れないように配慮します。 

・児童生徒本人が誤食に気づいた時や食後体調の変化を感じたときは、すぐに近く 

の教員に申し出るように指導します。 

   ・給食後、運動によるアレルギーの出現もあるため、注意するようにします。 

    

《保健主事》 

  〇食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、全職員間で連携を図ります。 

   ・該当児童生徒の実態を把握し、校長の指導のもと、校内の連絡調整を行います。 

   ・食物アレルギーについて、養護教諭とともに正しい知識や対応について教職員に

周知する場を設けます。 

   ・養護教諭と協力して「学校給食食物アレルギー対応食希望児童生徒一覧表」を作

成します。 

 

《養護教諭》 

○個別面談を実施（本マニュアル P30 に定めた者と一緒に行う）します。 

・保護者から「学校生活管理指導表」が提出された場合は、日程調整をして対応しま

す。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態について、「学校生活管理指導表」等から

把握し、保護者との面談時に確認します。その際、「食物アレルギー面談記録」を

活用して詳細に聞き取り記録します。 

  ・面談記録をもとに「取組プラン」を立て、校内食物アレルギー対応委員会へ提出し

ます。 

〇食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握や個別の取組プラン、緊急措置方法等

（応急処置の方法や連絡先の確認等）を立案します。 

  ・学校給食の対応が決定したら、「食物アレルギー対応の決定について」を作成し 

校長の決裁を受け、取組プランと教育委員会から通知された島田市学校給食食物ア

レルギー対応実施決定書を保護者に通知します。 

○食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、全教職員間で連携を図ります。 

    ・毎月保護者が記入し、学校へ提出された学校給食アレルギー対応選択表を学級担

任に提供します。 

・保健主事と協力して「学校給食食物アレルギー対応食希望児童生徒一覧表」を作   

成します。 

  ・食物アレルギーについて、正しい知識や対応について教職員に周知します。 

 〇主治医、学校医、医療機関との連携を図り、応急処置の方法や連絡先を事前に確認し

ます。 

   ・「学校生活管理指導表活用状況報告書」及び「学校給食食物アレルギー対応食希望

児童生徒一覧表」を教育委員会へ報告します。必要に応じて、学校医等への情報提

供を行います。 

   ・転校や進学（小・中学校）の際には、「学校生活管理指導表」・「取組プラン」の写し

を転校先や進学先へ送付します。 
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《給食主任》 

    ・食物アレルギーについて理解し、養護教諭や栄養教諭等と連携・協力し、学校給食

の運営を行います。 

  ・食物アレルギーを有する児童生徒の実態について把握し、教職員の共通理解を図り

ます。 

《校内で給食受け渡しに携わる者》 

  〇学校内で決められた受け渡し方法を確認する。学校給食アレルギー対応選択表【様式

10】等を活用し、アレルギー対応食が確実に該当児童生徒に届くようする。 

 

《個別面談を実施する者》 

  〇校長及び教頭、学級担任、養護教諭、栄養教諭等、校内食物アレルギー対応委員会で

取り決めた者 

 

２ 学校給食センターの役割 

《栄養教諭等》 

  〇食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握します。 

   ・学校給食でどのような対応ができるのか、要請に応じて学校給食のアレルギー対応

の実施基準等について「校内食物アレルギー対応委員会」で説明します。 

   ・児童生徒の食物アレルギーに関する情報については、関係書類の保管等、個人情報

に十分に留意します。 

 〇個別面談を実施（上記にて定めた者と一緒に行う）します。 

   ・個別面談に同席し、アレルギーの原因食物や症状、家庭での対応状況等を把握しま

す。 

  〇除去食提供についての審査をします。 

  〇安全な給食提供環境を構築します。 

   ・学校給食アレルギー対応選択表【様式 10】と詳細献立表等を保護者に提供し、保

護者から返送された給食での対応内容を確認します。 

   ・アレルギー対応食が該当児童生徒へ確実に提供されるよう、受け渡し方法について

確認します。 

 〇マニュアルや個別の取組プラン等に基づき、具体的な調理・配膳作業等を管理します。 

   ・食物アレルギー対応について詳しく明記したアレルギー調理室手配表を作成します。 

   ・調理員との打ち合わせの際に、アレルギーの原因となる食品の混入や誤配がないよ

うに除去食の指示を行い、作業工程表や作業動線図を確認します。 

   ・献立作成時の手配表等で、適切なアレルギー対応が行われたか確認します。 

   ・アレルギー対応食を該当児童生徒へ提供する前に、計画通り調理することができた

か確認します。 

   ・予定献立を変更する場合には、アレルギーの原因となる食品の有無や、対応につい

て必ず複数で確認します。また、配食先の教頭に報告し、養護教諭・学級担任等へ

確実に伝えるよう依頼します。 

 

《調理員》 

  〇食物アレルギーを有する児童生徒の実態について理解し、除去食の内容を確認します。 

   ・作業動線図作成の際、原因食物の混入を避けるよう調理場所、調理器具についても



31 

 

明確に示します。 

   ・検収時、複数で、納入された加工食品等にアレルギーの原因となる食品が含まれて

いないことを包装の内容表示等で必ず確認します。 

   ・アレルギー対応食を確実に提供する為に、アレルギー対応食調理室手配表や作業工

程表、作業動線図、アレルギー対応に関する書類など、調理中にもすぐ見える場所

に掲示し、繰り返し確認しながら調理を行います。 

   ・アレルギー対応食に使用する調理器具や食器などには、原因となる食品が触れない

ようにします。 

   ・アレルギー対応食を調理するときは、アレルギーの原因となる食品が調理着に付着

していないか確認し、手洗い、使い捨て手袋の適切な使用、エプロン等の使い分け

を徹底します。 

   ・調理が終了したアレルギー対応食は専用容器に配食するまで蓋やラップをし、他の

食材の混入を防ぎます。 

   ・誤配することがないように、調理したアレルギー対応食に、学校名・学級名・氏名・

除去食品等の表示を添付します。 

   ・予定献立の変更があった場合は、複数で、変更となった使用食材にアレルギーの原

因となる食品が含まれていないことを内容表示等で必ず確認します。 

   ・アレルギー対応食提供前に、必ず手配表等と照合し、指差し呼称しながら複数で確

認します。 

 

３ 教育委員会の役割 

 

 島田市学校給食食物アレルギー対応検討委員会 

 

 次に掲げる事項について検討します。 

 ・対応食の方針に関すること。 

 ・学校給食食物アレルギー対応に係る手引書の作成に関すること。 

 ・その他、対応食の提供に関し必要なこと。  

 

島田市学校給食食物アレルギー対応検討委員会の構成メンバー 

学校医、校長、教頭、養護教諭、栄養教諭又は学校栄養職員の代表者及び学校給食課

職員 

 

《学校給食課》 

  ・島田市学校給食食物アレルギー対応検討委員会を開催します。 

   ・食物アレルギー対応方針の検討を行います。 

   ・学校給食センターの環境整備を進めます。 

   ・除去食提供についての審査をします。 

 

《学校教育課》 

  ・医療機関、消防署等との連携を図ります。 

  ・校内研修への指導助言をします。 

  ・事故及びヒヤリハット事例を情報収集し、再発防止のためフィードバックします。 
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4 保護者の役割 

《保護者》 

   ・医師の診断を受け、年に 1 度は学校生活管理指導表を提出します。（食物アレルギ

ーの診断には、経口負荷試験の実施が有効です。） 

   ・適正に対応食を実施するために、「島田市学校給食食物アレルギー対応食実施基準」

の内容を理解し、基準に従います。 

   ・主治医からの指示内容を、子供の理解度に合わせて説明します。 

   ・食物アレルギーのために食べられない献立は、必ず子供と一緒に献立表で確認し、

何が食べられないかを子供に知らせます。 

   ・子供に食物アレルギーがあることを理解させ、給食の食べ方や日常の飲食において

も注意が必要なこと等を十分に伝えます。 

・子供自身がアレルギーに対して、正しい知識を持ち、自ら食を選択する力が育つよ

う指導します。 

   ・エピペン○Ｒや飲み薬、塗り薬を学校へ持参する場合は、学校へ使用法について十分

な説明を行い、保管中に事故がないように管理方法についても説明します。併せて、

持参忘れがないよう毎日子供と一緒に確認します。 

   ・学校で具合が悪くなった時は、すぐに子供自らが近くにいる教員に申し出るように

伝えます。 
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食物アレルギー対応における関係機関の役割について（例） 
                 ◎主務者  〇担当者  ※必要に応じて (〇)代表者 

  

校
長 

教
頭 

主
幹
・
教
務
主
任 

・
教 

務 主 任 

学
年
主
任 

学
級
担
任 

教
科
担
任
・
部
活
動
顧
問 

 

科 担
任 

・
部 

活 動 顧 問 

保
健
主
事 

養
護
教
諭 

給
食
主
任 

学
校
給

食
セ
ン

タ
ー 

  
 

栄
養
教
諭
等 

調
理
員 

１ 校内食物アレルギー対応委員会の設置・召

集・統括責任 

◎ 〇             

２ 校内食物アレルギー対応委員会における

対応策の決定 

◎              

３ 校内食物アレルギー対応委員会の開催 〇 ◎ 〇 〇 〇  ◎ 〇 〇 ※     
４ 島田市学校給食食物アレルギー対応検討

委員会 

              

５ 除去食提供の審査          〇  ◎   

６ 児童生徒等の実態把握 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 ◎ 〇 〇  ※ ※  

７ 食物アレルギー取組プランの作成  〇 〇 〇 〇  〇 ◎       
８ 食物アレルギー取組プラン作成に当たっ

ての指導及び助言 

〇       
 

 
 

 
 

〇 ◎ 

９ 食物アレルギー取組プランの保管・管理  〇      ◎    
 

  

10 保護者や関係機関等との連絡窓口として

全体の連絡調整 

 ◎   〇   〇 〇      

11 全教職員へアレルギー対応策を周知及び

共通理解 

◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

12 給食時の教職員への連絡調整及び指導助

言（助勤含む）の引継ぎ等（内容に応じて） 

 ◎ ◎ ◎ ◎  〇  〇      

13 個別面談において保護者へ対応策を伝達

（個別の取組プラン・緊急措置方法等） 

 ◎  〇 〇   ◎ 〇 〇  〇   

14 主治医・学校医への協力依頼 ◎      〇 〇     〇  

15 主治医、学校医に対し、応急処置の方法や

連絡先を確認 

 〇     〇 ◎       

16 食物アレルギーを発症した場合の対応方

法の検討 

 ◎ ◎ 〇 〇 〇 〇 ◎ 〇      

17 校内研修等の企画、実施 〇 ◎ 〇    ◎ ◎ 〇   ※ ※  
18 他の児童生徒等への指導方法の検討及び

実施 

〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇     

19 給食提供に関する連絡調整  ◎   〇 〇 〇 ◎ 〇 ◎ 〇 
 

  

20 給食内容の事前確認、調理及び配膳作業等

の管理 

    ◎ 〇   〇 ◎ 〇 
 

  

21 食物アレルギー対応予定一覧表等の作成  〇     〇 ◎ 
 

     

 

学   校 
学校給食

センター 

(○) (○)           (○)   (○)   ◎    (○) 

 

 

 

教育委

員会 

学
校
医
等 

学
校
教
育
課 

学
校
給
食
課 
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９ 学校から教育委員会への連絡・報告 

（１）電話連絡（第一報～最終報告） 

ア 救急車要請後直ちに、電話により保護者・学校教育課へ第一報を入れる。 

（学校教育課は学校給食課に連絡する） 

イ 報告書（第一報）の作成 

ウ 学校教育課担当からの確認連絡。 

   ・学校と学校教育課同じ報告書を手元において、内容を確認する。 

エ 報告書（第二報～最終報告）の作成、電話報告 

    ・報告書により電話報告をする。 

  ・学校と学校教育課同じ報告書を手元において、内容を確認する。（学校教育課は

学校給食課に報告・（写）提供） 

    ・第二報、第三報については、緊急報告を除いて原則口頭のみでの報告は行わない 

こと。 

 

（２）書面報告（第一報～最終報告） 

  ア 第一報 

  原則当日に、報告書【様式６】を学校教育課へ提出する。 

（学校教育課は学校給食課に報告書（写）提供） 

  イ 第二報～最終報告 

  第一報の後、その後の検査の様子や登校の状況、今後の対策など記入し、学校教育

課へ提出する。（学校教育課は学校給食課に報告書（写）提供）その後、学校教育

課（学校給食課）と内容の調整をし、完成した報告書を改めて学校教育課へ提出す

る。（学校教育課は学校給食課に報告書（写）提供）学校教育課は教育長まで供覧

する。 

 

※ヒヤリハット事例についても書面【様式７】にて学校教育課に報告する。（学校教育

課は学校給食課に（写）提供） 
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Ⅶ 学校給食食物アレルギー対応の経過 

平成 27 年３月  島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル策定 

平成 27 年 9 月  「卵・乳」の 2 品目の除去食を提供開始 

平成 27 年 7 月  島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル改訂 

平成 28 年 1 月  「卵・乳・えび・かに・いか・たこ」の６品目の除去食を提供開始 

平成 29 年 11 月 島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル改訂 

平成 30 年４月  「卵・乳・えび・かに・いか・たこ・そば・ピーナッツ」の 8 品目

の除去食を提供開始 

平成 31 年３月  島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル全面改訂 

令和 2 年４月   「鶏卵（うずら卵含む）・乳・えび・かに・いか・たこ・そば・ピ

ーナッツ」の 8 品目の除去食を提供 

         8 品目以外のアレルギーを有する児童生徒にも 8 品目の除去食を 

提供開始 

南部学校給食センターにて除去食の提供開始 

令和３年９月   島田市学校給食食物アレルギー対応マニュアル改訂  

令和３年 12 月  学校給食食物アレルギー対応検討委員会要綱を改正 

         除去食提供の適否については、学校給食課及び給食センターにて実

施とする。 

令和４年４月   「鶏卵（うずら卵含む）・乳・えび・かに・いか・たこ」の 6 品目 

の除去食を提供開始 

         そば・ピーナッツ・いくら・キウイフルーツについては学校給食で

は提供をしない。 

令和 7 年 4 月   学校給食で提供しない食材にくるみを追加。 
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